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  東大和市立学校事案決定規程の一部を改正する訓令について 
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・東大和市立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則 

・東大和市立学校職員服務規程 ・東大和市立学校職員出勤簿整理規程 

 部課 

 機関 

教育部教育指導課 

１．要 旨 

東大和市立学校に勤務する教職員に対して出退勤等管理システムを導入することに伴い、 

事案の決裁方式について所要の改正を行うものである。 

 

（１） 主な改正点 

   出退勤等管理システムで起案する事案については、当該事案の決裁責任者が決裁をし

た旨を電子的に表示し、記録する方式により行うことを新たに規定する。 

 

（２） 施行日 

令和８年４月１日 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

 （１）総務課において審査済み。 

 （２）令和８年３月２６日 令和８年第３回東大和市教育委員会定例会で承認済み。 

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

  庁議終了後、速やかに改正を伴う事務を進める。 

 ５．審議結果 

  了承 

  


